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会 社 名  ： 日本ワックスオイル株式会社 

住    所  ： 東京都港区東麻布１－８－８ ツチヤビル６階 

電話番号  ： ０３－５５７５－３３７６ 

ＦＡＸ番号： ０３－５５７５－０４５６ 

緊急連絡先： ０３－５５７５－３３７６ 

受付時間  ： 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

 

会 社 名  ： 大日本エアゾール工業株式会社 

住  所  ： 茨城県常総市大生郷町字中丸６１３６－２ 

担当部門  ： 技術部 

電話番号  ： ０２９７－２４－１１４１ 

ＦＡＸ番号： ０２９７－２４－１１４８ 

緊急連絡先： ０２９７－２４－１１４１ 

製品安全データーシート 
作成日 2010 年 09 月 27 日 

改訂日 2018 年 07 月 09 日 

 

１．化学物質等及び会社情報 
 

【製品名（化学名、商品名）】      ハードワックス ブラック エアゾール  

 

【製造者情報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【推奨用途及び使用上の制限】 ：車両及び一般用防錆防護剤 

 

 

２．危険有害性の要約 

 
【G H S 分類】 

  物理化学的危険性： 
 エアゾール     区分 1 

  

健康有害性： 
急性毒性―吸入：蒸気           区分 4 

     皮膚腐食性及び皮膚刺激性              区分 2 

 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性         区分 2  

 皮膚感作性                         区分 1 

 生殖細胞変異原性                                   区分 2 

 発がん性                                           区分 2 

 生殖毒性      区分 1A  

 特定標的臓器毒性（単回ばく露）     区分 2（中枢神経系、呼吸器系、肝臓、腎） 

       区分 3（麻酔作用） 

 特定標的臓器毒性（反復ばく露）   区分 1（呼吸器系） 

       区分 2 （神経系､肺、肝臓、精巣、 

        皮膚、血液） 

環境有害性： 
 水生環境急性有害性            区分 2 

 水生環境慢性有害性                 区分 2 
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 【G H S ラベル要素】                                   

絵表示又はシンボル： 

      

  

  

                                   

 

注意喚起語： 
危 険   

 

危険有害性情報： 
    極めて可燃性/引火性の高いエアゾール 

高圧容器：熱すると破裂のおそれ 

皮膚刺激 

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 

強い眼刺激 

吸入すると有害 

眠気又はめまいのおそれ 

 遺伝性疾患のおそれの疑い 

    発がんのおそれの疑い 

 生殖能または胎児への悪影響のおそれ 

 授乳中の子に害を及ぼすおそれ 

中枢神経系、呼吸器系、肝臓、腎の障害のおそれ 

長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器系の障害 

長期にわたる又は反復ばく露による神経系、肺、肝臓、精巣、皮膚、血液の障害のおそれ 

 長期継続的影響により水生生物に毒性 

 

注意書き： 

 「安全対策」 
使用前に取扱い説明書を入手すること。 

すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。 

裸火または他の着火源に噴霧しないこと。 

使用後を含め、穴をあけたり燃やしたりしないこと。 

ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 

妊娠中/授乳期中は接触を避けること。 

取扱後は手をよく洗うこと。 

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 

屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 

環境への放出を避けること。 

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 

 

「応急処置」 
 皮膚に付着した場合：多量の水と石けんで洗うこと。 

 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 

 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容

 易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 

 ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。 
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 気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受けること。 

 皮膚刺激または発疹が生じた場合、医師の診断/手当てを受けること。 

 眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 

 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 
 漏出物を回収すること。 

 

 「保 管」 
容器を密閉して日光から遮断し 40℃以下の涼しい所、換気の良い場所で施錠保管するこ

と。 

 

 「廃 棄」 
内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託するか又

は各自治体の規則に従って廃棄すること。 

エアゾール製品は使い切ってから、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、

ガスを完全に抜くこと。 

 

 

 

３．組成及び成分情報 
単一製品・混合品の区分      ： 混合物 

   成分及び含有量  ：   

成分 
含有量

(％) 

化審法

No. 
CAS.No. 備 考（＊1） 

石油系炭化水素 

（ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ） 
7～9 9-1702 

64742-82-1 

（8052-41-3） 

ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄとして 

労働安全衛生法表示、通知対象物 

（9-551、 ≧1%、 ≧1%） 

ノナン(異性体含む) 0.2～0.4 2-9 
111-84-2 

34464-40, 

労働安全衛生法表示、通知対象物 

（9-432、 ≧1%、 ≧1%） 

トリメチルベンゼン(異性体含む) 

( 1,2,4-トリメチルベンゼン) 

0.4～0.7 

(0.3) 

3-7 

3-3427 

25551-13-7 

(95-63-6) 

労働安全衛生法表示、通知対象物

（9-404、 ≧1%、 ≧1%） 

PRTR 法: 第一種指定化学物質 

アスファルト 3～4.5 9-1720 8052-42-4 
労働安全衛生法表示、通知対象物 

（9-11-3、 ≧1%、 ≧0.1%） 

固形パラフィン 3～4.5 
2-10 

8-414 
8002-74-2 

労働安全衛生法表示、通知対象物 

（9-170、 ≧1%、 ≧1%） 

エチルベンゼン 0.3 3-28 100-41-4 

労働安全衛生法表示、通知対象物

（9-70、 ≧0.1%、 ≧0.1%） 

PRTR 法: 第一種指定化学物質 

キシレン(異性体含む) 1.5 3-3 1330-20-7 

労働安全衛生法表示、通知対象物 

（9-136、 ≧0.3%、 ≧0.1%） 

PRTR 法: 第一種指定化学物質 
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1,3,5-トリメチルベンゼン 0.5 
3-7 

3-3427 
108-67-8 

労働安全衛生法表示、通知対象物

（9-404、 ≧1%、 ≧1%） 

PRTR 法: 第一種指定化学物質 

トルエン 0.4 3-2 108-88-3 

労働安全衛生法表示、通知対象物

（9-407、 ≧0.3%、 ≧0.1%） 

PRTR 法: 第一種指定化学物質 

ミネラルスピリット 8～10 － 8052-41-3 
労働安全衛生法表示、通知対象物 

（9-551、 ≧1%、 ≧1%） 

カーボンブラック 0.2～1.2 － 1333-86-4 
労働安全衛生法表示、通知対象物 

（9-130、 ≧1%、 ≧0.1%） 

2-エチルヘキシル酸ジルコニウム 0.2～1.2 2-615 22464-99-9 － 

1-ブタノール 0.02～0.3 2-3049 71-36-3 
労働安全衛生法表示、通知対象物 

（9-477、 ≧1%、 ≧0.1%） 

ナフテン酸コバルト 0.02～0.3 8-630 61789-51-3 
労働安全衛生法表示、通知対象物 

（9-172、 ≧0.1%、 ≧0.1%） 

2-エチルヘキシル酸コバルト 0.02～0.3 2-615 136-52-7 
労働安全衛生法表示、通知対象物 

（9-172、 ≧0.1%、 ≧0.1%） 

変性アルキド樹脂 8～10 － － － 

石油樹脂 0.2～1.2 6-1073 64742-16-1 － 

メチルエチルケトンオキシム 0.02～0.3 2-546 96-29-7 － 

ナフテン系炭化水素 8.3 － 64742-48-9 － 

ｎ－ブタン 10.8 2-4 106-97-8 
労働安全衛生法表示、通知対象物 

（9-482、 ≧1%、 ≧1%） 

イソブタン 4.6 2-4 75-28-5 
労働安全衛生法表示、通知対象物 

（9-482、 ≧1%、 ≧1%） 

ジメチルエーテル 36 2-360 115-10-6 － 

   （＊1）：備考欄カッコ内記載内容→（労安衛法の政令番号、労安衛法表示対象物質の裾切値、同通知対象物質の裾切値） 

 

 

４．応急措置 
  目に入った場合  ：清浄な水で最低１５分以上洗眼し、もし刺激が残っていれば、医師の手当てを受けること。 
  皮膚に付着した場合 ：速やかに多量の水と石けんで十分に洗浄し、皮膚調整クリームを塗布する。又汚染された衣

    服は洗濯後使用する。 

   吸入した場合    ：新鮮な空気の場所に移す。体を毛布などでおおい、保温して安静を保ち、必要なら医師の手当

     てをうける。呼吸が止まった場合及び呼吸が弱い場合は、衣類をゆるめ、呼吸気道を確保した

     上で、人口呼吸を行う。 

  飲み込んだ場合     ：無理に吐かせないで、速やかに医師の診断をうける。口の中が汚染されている場合には、水
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     で十分に洗うこと。 

予想される急性症状および遅発性症状、最も重要な兆候または症状 

   ：誤飲した場合、胃の粘膜を刺激し、嘔吐、胃痛、下痢等の症状を起すことがある。また、飲み

    込んだ当該製品が肺吸入されると、肺組織の内出血、肺水腫、化学性肺炎を起すことがある。

    無理に吐かせないで、速やかに医師の診断をうける。 

 

 

５．火災時の措置  
   消火剤  ：霧状の強化液、泡、粉末又は炭酸ガス消火剤が有効である。消火に棒状の水を用いてはな

     らない。 

  火災時の特有危険有害性 ：極めて燃えやすく、熱、火花、火災で容易に発火する。加熱により容器が爆発するおそれ

    がある。燃焼する時不完全燃焼すると、一酸化炭素、二酸化炭素が発生する。 

  特有の消火方法   ：火元への燃焼源を断つ。初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 

大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。 

注水は、火災を拡大して危険な場合がある。 

周囲の設備などに散水して冷却する。 

  消火を行う者の保護 ：消火作業の際には、風上から行い必ず保護具を着用する。火災発生場所の周辺に関係者以外

    の立ち入りを禁止する。 

 

 

６．漏出時の措置 
  人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置： 

    作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用し、風上か

    ら作業する。 

    危険地域より人を退避させる、危険地域の周辺などは、ロープを張り、人の立ち入りを禁止す

    る。 

    消火用機材を準備する。作業では消火用保護具を着用する。室内で流出した場合は、窓・ドア

    を開け十分に換気を行う。   

  環境に対する注意事項 ：下水道・河川等に流出し、二次災害・環境汚染を起さないように注意する。 

    海上の場合は、オイルフェンスを展開して拡散を防止し、吸着マットなどで吸い取る。薬剤を

    用いる場合は国土交通省で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。 

  回収、中和、封込、浄化 ：少量の場合は、土、砂、おがくず、ウエス等に吸着させる。 

    大量の場合は、盛り土で囲って流出を止めた後、液面を泡で覆い容器等に回収する。 

  二次災害の防止策 ：全ての着火源を速やかに取り除き、漏洩箇所の漏れをとめる。 

    消防に連絡して、漏洩箇所と当該製品の危険有害性を伝える。 

 

 

７．取扱い及び保管上の注意 
 【取扱い】 
  技術的対策、注意事項 ：炎、火花又は高温体との接触をさけるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと。 

    容器から取り出す時はポンプなどを使用すること，細管を用い、口で吸い上げてはならない。

    容器を転倒させたり、衝撃を与えるなどの粗暴な取り扱いはしないこと。 

    取り扱いの都度、容器を密閉すること。 

  安全取扱い注意事項 ：指定数量以上の量を取扱う場合には、法で定められた基準に満足する製造所、貯蔵所、取扱い

    所で行う。 

    静電気対策を行い、作業着、靴等も導電性の物を使用する。皮膚に触れたり、目に入る可能性

    がある場合は、保護具を着用すること。 

    特化則もしくは有規則に該当する石油製品を屋内作業場で取り扱う際、ガス等が発散する場合

    には、発生源の密閉装置、局所排気装置など、法に定められた設備を設けなければならない。

    可燃物（ウエス、ダンボール等）に付着した場合、付着物が自然発火する恐れがあるため、速

    やかに焼却処分するか、容器に入った水に浸して処理する。 

【保管】 
適切な保管条件  ：容器を密閉して日光から遮断し 40℃以下の涼しい所、換気の良い場所で施錠保管すること。

     保管場所で使用する電機製品は防爆構造とし、器具類はアースをとる。 

技術的対策  ：冷暗所で換気の良い場所に保管する。 

    危険物の表示をして保管する。 

    熱、スパーク、火炎ならびに静電気の蓄積をさける。 
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  混触禁止物質  ：類の異なる危険物（ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質）との接触ならびに同一場

    所での保管を避ける。 

安全な容器包装材料 ：安全な容器包装材料について消防法に定める容器を推奨する。 

 

 

８．ばく露防止及び保護措置   
 

管理濃度/許容濃度 

（注-1）・・・2014 年版 Asuphalt fume as benzene-soluble 

  
  設備対策  ：屋内作業所は、防爆タイプの排気装置を設ける。取扱い場所の近辺に洗顔                       

    及び身体洗浄の為の設備を設ける。 
 

  保護具 ①呼吸保護具 ：通常必要ないが、必要に応じて防毒マスク（有機ガス用）を使用する。 

  ②保護眼鏡 ：飛沫が飛ぶ場合には、保護眼鏡を使用する。 

  ③保護手袋 ：長期間または繰り返し接触する場合には、耐油性の物を使用する。 

      ④保護衣 ：長期間にわたり取り扱う場合または濡れる場合には、耐油性の長袖作業着を着用する。 

 

 

９．物理的及び化学的性質 
 

  物理的状態    ： 液体 

 形 状     ： エアゾール 

 色     ： 黒色不透明 

 臭  い    ： 溶剤臭 

 pH    ： 該当しない 

 融点/凝固点、沸点、 引火点  ： 情報を有していない 

 蒸発速度    ： 情報を有していない 

原料名 管理濃度 
許容濃度 

日本産業衛生学会 ACGIH-TWA ACGIH-STEL 

ミネラルスピリット 

ノナン 

トリメチルベンゼン 

アスファルト（注-1） 

固形パラフィン 

エチルベンゼン 

キシレン 

トルエン 

カーボンブラック 

2-エチルヘキシル酸ジルコニウム 

1-ブタノール 

石油樹脂 

ｎ－ブタン 

イソブタン 

ジメチルエーテル 

― 

― 

― 

― 

― 

20ppm 

50ppm 

20ppm 

― 

― 

25ppm 

― 

― 

― 

10,000 

― 

200ppm、1050 ㎎/ｍ3 

25ppm、120 ㎎/ｍ3 

― 

― 

50ppm、217 ㎎/ｍ3 

50ppm、217 ㎎/ｍ3 

50ppm、188 ㎎/ｍ3 

― 

― 

50ppm、150 ㎎/ｍ3 

― 

500ppm 

500ppm、1200 ㎎/ｍ3 

― 

100ppm 

200ppm 

25ppm 

0.5 ㎎/ｍ3 

2 ㎎/ｍ3 

20ppm 

100ppm 

20ppm 

3 ㎎/ｍ3 

5mg-Zr/ｍ3 

20ppm 

3 ㎎/ｍ3 

800ppm 

250ppm 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

150ppm 

― 

― 

10mg-Zr/ｍ3 

― 

― 

― 

― 

― 
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 燃焼または爆発範囲（上限/下限） ： 情報を有していない 

  蒸気圧、 蒸気密度   ： 情報を有していない 

 比重（相対密度）   ： 約 0.73（室温、エアゾールとして） 

 溶解度（水）   ： 難溶 

 Ｎｵｸﾀﾉｰﾙ/水分配係数   ： 情報を有していない 

 自然発火温度、粘度   ： 情報を有していない 

 分解温度    ： 情報を有していない 

 

 

１０．安定性及び反応性 
 安定性         ： 常温、常圧では酸、アルカリに対して安定。化学的に不活性 

 危険有害反応可能性    ： 極端な加熱、酸化剤との接触は避ける。 

 避けるべき条件     ： 日光、熱、裸火、高温、スパーク、静電気、その他発火源 

 混触危険物   ： ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触がない 

         ようにする。 

 危険有害分解性生物   ： 燃焼する時不完全燃焼すると、一酸化炭素、二酸化炭素が発生する。 

 

 

１１．有害性情報 
 

  【急性毒性】      ：   

化学名 
LD50（経口） 

mg/kg 

LD50（経皮） 

mg/kg 

LD50（経口）       

蒸気 

ppm／1 時間 

粉塵、ミスト 

mg/L／1 時間 

ノナン   3200ppm/4H  

トリメチルベンゼン 8970    

固形パラフイン >5000 >3600   

エチルベンゼン 3500 15400 4000  

キシレン 3500 >4350 29.08mg/L/4H  

トルエン 4800 12000 4800  

カーボンブラック 8001    

1－ブタノール 1227 3636 8001  

ナフテン酸コバルト 3900    

メチルエチルケトンオキシム 930 1100   

イソブタン   12400  

 

【皮膚腐食性/刺激性】 

ミネラルスピリット 区分 2 

ノナン 区分 2 

キシレン 区分 2 

 

 

【眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性】 

ノナン 区分 2A-2B 

キシレン 区分 2A 

トリメチルベンゼン 区分 2B 

アスファルト 区分 2 

固形パラフイン 区分 2B 

 

【呼吸器感作性】 

 情報を有していない。 
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【皮膚感作性】 

石油樹脂 区分 1 

メチルエチルケトンオキシム 区分 1 

  

  

【生殖細胞変異原性】 

アスファルト 区分 2 

 

【発がん性】 

アスファルト 区分 2 

エチルベンゼン 区分 2 

カーボンブラック 区分 2 

2-エチルヘキシル酸コバルト 区分 2 

ナフテン酸コバルト 区分 2 

メチルエチルケトンオキシム 区分 2 
 

 

【生殖毒性】 

キシレン 区分 1B 

エチルベンゼン 区分 1B 

トルエン 区分 1A 

 

【特定標的臓器毒性（単回ばく露）】 

ミネラルスピリット 区分 3（気道刺激性､麻酔作用） 

ノナン 区分 3（気道刺激性､麻酔作用） 

キシレン 区分 1（中枢神経系､呼吸器系､肝臓､腎）、区分 3（麻酔作用） 

トリメチルベンゼン 区分 3（気道刺激性､麻酔作用） 

アスファルト 区分 3（気道刺激性） 

固形パラフィン 区分 3（気道刺激性） 

ｎ－ブタン 区分 3（麻酔作用） 

イソブタン 区分 3（麻酔作用） 

ジメチルエーテル 区分 3（麻酔作用） 

 

区分 1（中枢神経系､呼吸器系､肝臓､腎）の成分含有量が 1%以上 10%未満のため、混合物の分類は区分 2（中枢神経系､ 

呼吸器系､肝臓､腎）に該当。 

区分 3（気道刺激性）を区分 2（呼吸器系）に統合。 

  

【特定標的臓器毒性（反復ばく露）】 

ミネラルスピリット 区分 2（肝臓、精巣） 

キシレン 区分 1（呼吸器､神経系） 

トリメチルベンゼン 区分 2（皮膚、呼吸器、血液、中枢神経系） 

アスファルト 区分 1（呼吸器系） 

カーボンブラック 区分 1（肺） 

 

区分 1（肺）の成分含有量が 1%以上 10%未満のため、混合物の分類は区分 2（肺）に該当。 

区分 1（呼吸器､神経系）の成分含有量が 1%以上 10%未満のため、混合物の分類は区分 2（呼吸器、神経系）に該当。 

区分 2（呼吸器）を区分 1（呼吸器系）に統合。 

区分 2（中枢神経系）を区分 2（神経系）に統合。 

 

【吸引性呼吸器有害性】   

液体、固体の誤嚥に係わるものであり、エアロゾルミストのように気相に浮遊した状態で気道・呼吸器に吸入される 

場合は、分類対象外。 

 

 

１２．環境影響情報 
   

  【水生環境急性有害性】 

ミネラルスピリット 区分 1（甲殻類 LC50＝0.42-2.3mg/L/48h） 

キシレン 区分 2（ニジマス LC50＝3.3mg/L/96h） 
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トリメチルベンゼン 区分 2（甲殻類 LC50＝5.4mg/L/96h） 

 

毒性乗率 M=1 として（区分 1）×M×10 ＋（区分 2）≧25%のため、混合物は区分 2に該当。 

 

【水生環境慢性有害性】 

ミネラルスピリット 区分 1 

キシレン 区分 2 

トリメチルベンゼン 区分 2 

  

毒性乗率 M=1 として（区分 1）×M×10＋（区分 2） ≧25%のため、混合物は区分 2に該当。 

 

【オゾン層への有害性】    分類できない 

 

  

１３．廃棄上の注意 
 

 残余廃棄物 ：事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、または知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、 

    もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合はそこに委託して処理すること。 

 エアゾール製品を廃棄する場合は、使い切ってから火気のない戸外で噴射音が消えるまで 

 ボタンを押し、ガスを完全に抜いてから自治体の指示に従って捨てること。投棄は禁止。 

 廃油の埋め立て処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、その燃えがら 

 について、重金属等の物質が総理府令で定めた基準以下であることを確認しなければなら 

 ない。 

 

燃焼する場合には、安全な場所で、かつ、燃焼または爆発によって他に危害または損害を 

及ぼす恐れのない方法で行うとともに、見張人をつけること。  

 

  汚染容器及び包装  空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。 

 

 

１４．輸送上の注意 
  【国際規制】 

 海上規制情報  ：IMO の規定に従う。 

 国連番号 （UN No.）  ： 1950 

 国連分類 （Class）   ： 2.1 

 品名 (Proper Shipping Name) ： Aerosols,flammable（引火性エアゾール） 

 容器等級 (Packing Group) ： － 

 

 航空規制情報  ：ICAO/IATA の規定に従う。 

 国連番号 （UN No.）  ： 1950 

 国連分類 （Class）  ： 2.1 

 品名 (Proper Shipping Name) ： Aerosols,flammable（引火性エアゾール） 

 容器等級 (Packing Group) ： － 

 

  【国内規制】 

 陸上規制情報  ：消防法の規定に従う。 

 海上規制情報  ：船舶安全法の規定に従う。 

 国連番号 （UN No.）  ： 1950 

 国連分類 （Class）   ： 2.1 

 品名 (Proper Shipping Name) ：引火性エアゾール 

 容器等級 (Packing Group) ： － 

 

 航空規制情報  ：航空法の規定に従う。 

 国連番号 （UN No.）  ： 1950 

 国連分類 （Class）   ： 2.1 

 品名 (Proper Shipping Name) ：引火性エアゾール 

 容器等級 (Packing Group) ： － 
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【特別の安全対策】 

 ・「７．取扱い及び保管上の注意」の記載に従うこと。 

 ・危険物は当該危険物が落下し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載

  すること。 

・危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。 

 

１５．適用法令 
 労働安全衛生法 ： 名称等を表示すべき有害物質 ：ミネラルスピリット、トリメチルベンゼン、アスファルト(＊2) 

            固形パラフィン、エチルベンゼン、キシレン、トルエン、カーボンブ 

      ラック、ナフテン酸コバルト 2-エチルヘキシル酸コバルト、ｎ-ブタ

      ン、イソブタン 

           名称等を通知すべき有害物質 ：ミネラルスピリット、トリメチルベンゼン、アスファルト（＊2）、 

      固形パラフィン、エチルベンゼン、キシレン、トルエン、カーボンブ 

      ラック、1-ブタノール、ナフテン酸コバルト、2-エチルヘキシル酸コ

      バルト、ｎ-ブタン、イソブタン 

 

          （＊2）アスファルトは、労安法改正により 2017 年 8 月 3日公布、2018 年 7 月 1日施行で通知と表示 

       義務対象物質に追加された。 

 

      有機溶剤中毒予防規則 ： 第 3種有機溶剤（ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ 5%以上含有） 

           危険物・引火性の物（施行令別表第 1第 4号） 

 

 消防法  ：  危険物 第四類 第 2石油類 危険等級Ⅲ 

 毒物及び劇物取締法： 該当なし 

 ＰＲＴＲ法    ： 第 1種指定化学物質（1％以上含有物質） ：1,2,4-トリメチルベンゼン（No.296) 、キシレン（No.63）、 

 海洋汚染防止法 ： 油分排出規制 

 水質汚濁防止法 ： 油分排出規制 

 下水道法 ： 鉱油類排出規制 

 高圧ガス保安法 ： エアゾールとしての適用除外要件の順守 

 船舶安全法  ： 引火性液体類（危規則第 2，3条危険物告示別表第 1）： 塗料又は塗料関連物質 

 航空法  ： 引火性液体（施行規則第 194 条危険物告示別表第 1）：  塗料関連材料 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ： 産業廃棄物規制 

  

１６．その他の情報 
【引用文献】  

１． 製品安全データシートの作成指針（日本化学工業会） 

２． 危険物データブック（消防庁 1993.1） 

３． 石油製品安全データシート作成の手引き（石油連盟 1993.12） 

４． IARC MONOGRAPHS ON THE  EVALUATION OF CARCINOGENIIC 

５． RISK TO HUMANS ；VOL45 

６． 化学物質等安全データシート（J IS  Z  7250 ； 2000） 

７． 危険物ハザードデータブック（田村昌三 2007.05.20） 

８． 実務者のための化学物質等規制便覧 

（化学物質等規制便覧編集委員会 2007 年度版） 

９． による混合物(化学物質)の MSDS 作成手法の研修テキスト（改訂版） 

１0．中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター       

 GHS 対応モデルラベル・モデル MSDS 情報 

    １１． 化学物質の環境リスク評価（環境省環境保健部環境リスク評価室） 

 

  製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保するための参考情報として、取

り扱う事業者に提供されるものです。取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任に於いて、個々の取り扱い

等の実態に応じた適切な処置を講ずる事が必要である事を理解した上で、活用されるようお願いします。 従って、

本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。 

 

また、現在での最新の情報を記載しておりますが、すべての情報を網羅しているものではありません。新たな情報を入手し

た場合には追加又は訂 GHS 対応正されることがあります。 
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